
船舶事故等調査報告書 

平成２２年２月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９横第１２３号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年５月２日（土） １２時４５分ごろ 

発生場所 神奈川県藤沢市境川 腰越港防波堤灯台から真方位３２６°８５０ｍ付近 

（概位 北緯３５°１８.７′ 東経１３９°２９.１′） 

事故等調査の経過  平成２１年５月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 Ａ モーターボート しろがね丸、５トン未満（長さ７.３６ｍ） 

 船舶番号、船舶所有者等    ２３５－１８４７０神奈川、個人所有 

Ｂ 漁船 浜
はま

吉
よし

丸、４.６７トン 

   ＫＮ３－８５１１（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、二級小型船舶操縦士 

Ｂ 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 Ａ 負傷 １人（船長） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 船首パルピット折損 

Ｂ 船尾破口 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗船し、境川を北進中、Ｂ船は、無人で係留

中、平成２１年５月２日１２時４５分ごろ、Ａ船の船首とＢ船の船尾とが

衝突した。 

船長Ａが衝突時に顔面を打撲した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ４ 

あり 分析 乗組員等の関与 

なし 船体・機関等の関与 

なし 気象・海象の関与 

 Ａ船は、境川を北進中、船長Ａが落としたライ

ターを拾うことに注意を奪われ、その間、見張り

を行わなかったことから係留中のＢ船と衝突した

ものと考えられる。 

判明した事項の解析 

船長Ａは、衝突時に前のめりになって顔面をぶ

つけた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、境川において、Ａ船が北進中、Ｂ船が係留中、船長Ａが落と

したライターを拾うことに注意を奪われて見張りを行わなかったため、Ｂ

船と衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 

 




